
平成２５年１０月２８日（月） 

 東京都災害ボランティアセンター設立 
 

平成 25 年 10 月 16 日未明、東京都大島町では、台風 26 号による大きな被害が生じまし

た。現在、地元の大島社会福祉協議会が中心となり、大島社会福祉協議会災害ボランティ

アセンターが設置・運営されています。 

台風 27号の通過により、今後、本格的なボランティア活動が展開されることが予想され

ます。 

そこで私たち（下記の構成団体参照）は、10月 28日、「東京都災害ボランティアセンタ

ー」を設置しました。 

「東京都災害ボランティアセンター」では、大島社会福祉協議会災害ボランティアセン

ターへの支援を行い、それを通じて大島町の被災された方がたの支援を行っていきます。 

※この取組みには、「災害ボランティア活動支援に関する協定」に基づき、東京都も側面支援を行うこ

とになっています。 

 

■目的 

被災者のニーズに即したボランティア活動がおこなえるよう、市民活動団体等が協働し、

大島社会福祉協議会災害ボランティアセンター等を支援する。 

 

■設立日 平成２５年１０月２８日 

 

■活動内容 

１）大島社会福祉協議会災害ボランティアセンターへのコーディネーター派遣 

２）大島社会福祉協議会災害ボランティアセンターの運営支援 

３）ボランティア受入状況等の情報発信 

４）資器材やボランティア等の調整 

５）ボランティア活動の環境整備 

 

■構成団体 （＊…役員団体） 

・社会福祉法人 大島社会福祉協議会 ＊ 

・特定非営利活動法人 国際協力 NGOセンター（JANIC） 

・特定非営利活動法人 ジャパン・プラットフォーム ＊ 

・公益社団法人 シャンティ国際ボランティア会（SVA） 

・東京災害ボランティアネットワーク ＊ 

・東京ボランティア・市民活動センター ＊ 

・公益財団法人 東京 YMCA 

・公益社団法人 日本青年会議所関東地区東京ブロック協議会  

＊なお、東京都は東京都災害ボランティアセンターの運営を側面支援する役割を担っています。 

＊東京都災害ボランティアセンターの事務局は、東京災害ボランティアネットワークと、東京ボラン

 



ティア・市民活動センターが協働して担っています。 

 

■問い合わせ先 

東京ボランティア・市民活動センター 

住所:東京都新宿区神楽河岸 1-1 

電話:03-3235-1171  FAX:03-3235-0050 

http://www.tvac.or.jp/ 

以上 


